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環
境
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

地
方
環
境
事
務
所
の
設
置

一

環
境
省
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
地
方
環
境
事
務
所
を
置
く
こ
と
と
す
る
こ
と

（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
）

。

二

地
方
環
境
事
務
所
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
こ
と

（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
）

。

、

、

。（

）

三

地
方
環
境
事
務
所
の
名
称

位
置
及
び
管
轄
区
域
は

政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と

第
十
二
条
第
三
項
関
係

四

地
方
環
境
事
務
所
の
内
部
組
織
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と

（
第
十
二
条
第
四
項
関
係
）

。

第
二

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と

（
附
則
第
一
条
関
係
）

。

二

環
境
大
臣
の
権
限
を
定
め
る
法
律
に
つ
い
て

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま

、

。（

で
関
係
）

三

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と

（
附
則
第
二
十
四
条
関
係
）

。


